
特定⾮営利活動法⼈ ADDS ⽂書管理マニュアル 
 
第１章 総則  
 
（⽬ 的）  
第１条 このマニュアルは、特定⾮営利活動法⼈ ADDS（以下、当法⼈という）の⽂書の取
り扱いの基準を定めて、⽂書管理の正確化と円滑化を図り、事務の効率的運営を促進するこ
とを⽬的とする。  
 
（適⽤⽂書の範囲）  
第２条 このマニュアルの適⽤を受ける⽂書は、別に定めのある場合を除いて、すべてこの 
マニュアルを適⽤する。  
２ ただし、緊急の必要があって、このマニュアルによることができなかった場合は、適宜 
の処置を取り、事後にこのマニュアルに定めた⼿続きを取るものとする。  
 
（定 義）  
第３条 このマニュアルにおける⽂書とは、業務上法⼈の内外に往復する書類・書状、マニ
ュアル、通達、稟議書、契約書、報告書、伝票、帳簿、図表等の紙媒体の記録の他、コンピ
ュータの記憶媒体等、その他業務に必要な⼀切の記録をいう。 
 
（事務処理の原則）  
第４条 重要でかつ複雑な事項の指⽰、伺い、伝達、回答等は、別紙により必ず⽂書をもっ 
て⾏わなければならないものとする。軽易な業務については、この限りではない。  
２ 緊急を要するために⼝頭、または電話等により処理した事項について、その内容が重要 
でかつ複雑である場合は、その要領を⽂書に記録しておくものとする。  
３ ⽂書はすべて正確かつ迅速に処理し、責任の所在を明らかにしなければならない。  
４ コンピュータによる回答など重要な送受信については、コピーすることとする。  
 
（私⽤の禁⽌）  
第５条 ⽂書はすべて事務所内もしくは決められた場所で保管し、私有化してはならない。  
 
（管理責任者）  
第６条 ⽂書管理責任者は、事務局⻑とし、⽂書の整理、保管、保存、廃棄を⽂書担当に指
⽰する。 
 
（決裁⼿続き）  



第７条 ⽂書の起案は、事務局規程で定めるそれぞれの部において⾏うものとする。  
２ 起案⽂書は、理事の職務権限規程に定める決裁権者の決裁を受けるものとする。  
３ 起案⽂書のうち、理事⻑の決裁を要するものは、⽂書⼜は電磁的媒体で、記録が残る⽅ 
法で⼿続きを⾏うものとする。  
 
（機密保持）  
第８条 ⽂書の発送、受付、配布、整理、保管、保存および廃棄の事務を執り⾏う者は、業 
務上知り得た機密を厳守しなければならない。  
 
第２章 ⽂章の受付等  
 
（⽂書の受付）  
第９条 ⽂書受付は、すべて事務局において受付し、基本的には開封のうえ「受付記録」を
残す。  
 
（電磁的記録の受発送）  
第１０条 電磁的記録の受発送は、原則として、電⼦メールによるものとし、その記録が⼿
元 にのこる⽅法で⾏う。  
２ 受発送する相⼿が法⼈外で、官公署等重要な内容については、原則として、事務局へ連 
絡しコピーにより保管する。 
 
第３章 ⽂書の整理・保管  
 
（⽂書の整理）  
第１１条 ⽂書は、事務局⻑と⽂書担当職員が整理⽅法について相談のうえ、整理するもの 
とする。  
２ ⽂書は、常に内容に応じて整理し、処理済みのものと未了のものとの区分が明らかにな 
るようにしておかなければならない。  
３ 未了⽂書は、常に所定の場所に置き、処理の経過が明確になるようにしておかなければ 
ならない。  
４ 処理済みの⽂書は、⼀定のルールに従って、⽂書保管場所に保管しなければならない。  
 
（⽂書の保管）  
第１２条 このマニュアルにおける「保管」とは、その⽂書について当⾯の処理は終了した 
が、次回または、次年度に参考⽂書として⽐較的短期間、担当者の近くにおいておくことを
いい、「保存」とは、保管の期間を超えて書庫などにおくことをいう。  



２ ⽂書の保管は、事務局⻑の指⽰で⾏うものとする。 
 
第４章 ⽂書の保存・廃棄  
 
（⽂書の保存）  
第１３条 ⽂書の保存分類は、別表の「⽂書保存分類・保存期間基準表」のとおりとする。   
 
（⽂書の保存期間）  
第１４条 ⽂書の保存期間は、別表の「⽂書保存分類・保存期間基準表」のとおりとする。 
ただし、法令の定める期間がこれを越えるものについては、その定めによる。  
２ ⽂書の保存期間の起算⽇は、当該⽂書の属する事業年度の終了の翌⽇とする。 
 
（保存⽂書の廃棄)  
第１５条 保存期間の満了した保存⽂書は、事務局⻑の承認を得て、事務担当者が廃棄する
ものとする。  
２ ⽂書の廃棄⽅法は、シュレッダーまたは溶解処理により廃棄する。  
 
第５章 ⽂書等の引継  
 
（理事および事務担当の引継）  
第１６条 引継の必要がある場合は、⽂書により引継を⾏うと共に、事務局⻑に報告するも
のとする。  
 
第６章 雑則  
 
（解釈上の疑義）  
第１７条 このマニュアルの解釈について疑義が⽣じた場合は、理事会で協議の上、これを 
決定する。  
 
（改廃）  
第１８条 このマニュアルの改廃は、理事会の決議による。 
 
附則   
このマニュアルは、令和５年１０⽉ １ ⽇から施⾏する。（令和５年９⽉２８⽇理事会決議） 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表 ⽂書保存分類・保存期間基準表 
 

保存期間 分類 ⽂書の種類 
永久 法⼈ ・重要な承認、届出、報告書などに関する⽂書 

・⾏政庁等による検査⼜は命令に関する⽂書 
・理事会、総会等の議事録 
・登記に関する⽂書 



・定款、各規程 
・重要な報告書 

財産契約 ・計算書類等（賃貸対照表、活動計算書、事業報告書、監
査報告書、付属明細書等） 
・寄附⾦に係る情報 
・効⼒の永続する契約書 

⼈事労務 ・重要な⼈事に関する⽂書 
・職員との協定書 

10 年 法⼈ ・⾏政庁からの重要な⽂書 
・理事会、総会等に開催に関する⽂書 
・専⾨委員会等に関する⽂書 
・役員の就任、報酬等に関する⽂書 
・起案書（永久とされる⽂書を除く） 
・事業に関わる関係法令で定められている⽂書 

 助成事業 ・助成先団体の選定に関する⽂書 
・助成先団体への助成に関する⽂書 
・助成先団体の監査に関する⽂書 
・助成先団体の成果評価に関する⽂書（成果評価に対する
点検・検証等に関する⽂書含む） 
・啓発、広報活動に関する書類 
・調査、研究に関する書類 
・その他助成事業に関する書類 

 財産契約 ・会計帳簿、会計伝票 
・証憑書類 
・事業計画書、収⽀予算書 
・満期⼜は解約となった契約に関する⽂書 

 ⼈事労務 ・職員の任免、報酬等に関する⽂書 
・委嘱等による有期契約職員の名簿、履歴書等 

5 年 法⼈ ・各種委員会に関する⽂書 
・事業に関わる関係法令で定められている⽂書 

 財産契約 ・財産⽬録、役員等名簿、報酬等の⽀給基準 
・税務に関する⽂書 
・軽微な契約に関する⽂書 
・会計事務に関する軽微の資料類 

 ⼈事労務 ・役職員の採⽤、退職、賞罰に関する⽂書 
・職員名簿、履歴書、住⺠票記載事項証明 



・雇⽤保険被保険者資格取得等確認通知書等  
・雇⽤保険被保険者関係届出事務等処理簿  
・賃⾦台帳  
・労働者名簿、採⽤・解雇・退職に関する書類  
・労災保険に関する書類  
・労働保険の徴収・納付等の書類  
・健康保険・厚⽣年⾦保険に関する書類  
・雇⽤保険に関する書類 
・出勤簿、休暇・遅刻・⽋勤・早退届など労務管理に関す
る書類 

1 年 法⼈ ・業務遂⾏に必要なその他の軽微な⽂書  
・住所・姓名変更届 

 


